
短時間雇用

制度って？ 

どんなことがで

きるのかな？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

  

≪日  時 ≫ 令和 ８年 ３月 ９日（月） 1７時～1９時 

≪場  所 ≫ 障害者支援センター松が丘園 3 階研修室 

      （相模原市中央区松が丘１－２３－１） 

      ★駐車場に限りがございますので、なるべく公共の交通機関をご利用ください。 

         ★淵野辺公園駐車場には駐車しないようにお願いいたします。 

≪対象者≫  

・相模原市内の就労支援従事者 

(就労継続支援 B 型事業所、就労移行支援事業所等) 
※相模原市内在勤もしくは在住の方に限らせていただきます。 

≪申込締切≫ 令和 ８年 ３月 ４日（水） 

下記の URL・二次元コードから、受付フォームにご入力ください。 
 https:/ /sagamihara-shafuku.online/study/forms/ｆ１０.html 

 

障害者雇用の考え方は、ここ数年で大きく変化しています。 
働き方の多様化が進む中で、「短時間で働く」という選択は、単に労働時間を短くする

だけでなく、一人ひとりの体調や生活リズム、得意なペースを尊重した“合理的配慮とし
ての働き方”として注目されています。 

特に就労継続支援 B 型事業においては、通所の頻度や作業能力に個別差が大きく、「働
く」に対する準備状態も様々です。そうした利用者が、自信を持って社会とのつながりを
築く第一歩として、短時間での雇用機会を提供することは、今後の支援の質を左右する
重要なテーマです。 

この研修では、利用者の「働きたい」を無理なく現実の形にするために、グループワー
クを通して皆さまと一緒に短時間雇用支援について考えていきます。皆様の参加をお待
ちしております。 

☆問い合わせ先☆ 
相模原市立障害者支援センター松が丘園 
TEL：０４２-７５８-２１２１（ガイダンス後 2 番） 
担当：三島・大関・水野 
【主催】社会福祉法人相模原市社会福祉事業団 
 
 
 

 

福祉事業所における短時間雇用支援を考える 

～就労支援ネットワーク構築に向けて～ 

 

 

 

研修一覧２次元コード

 

定員 2０名 

先着順 

参加費無料 

令和7年度 相模原障害者就労援助センター（短時間雇用等創出事業）（f10） 

福祉研修センター事業 

≪スケジュール≫ 

１ はじめに（相模原市から） 

２ 短時間雇用に関する取組について 

（相模原就労援助センターから） 

・短時間雇用制度について 

・事業所アンケート調査の結果について 

３ グループワーク 

４ まとめ 

https://sagamihara-shafuku.online/study/forms/f10.html
https://sagamihara-shafuku.online/study/forms/f10.html

